
ピープルファースト横浜ときょうされん神奈川支部の当事者部会の方と神奈川県の黒岩知事とのパ
ネルディスカッションが8月2日（月）緊急事態宣言や蔓延防止法等の発令にともなって2度の延期の
後、やっと開催されました。
今回開催出来た大きな要因は、緊急事態宣言下では移動制限がされている黒岩知事が、仲間の方と

直接会すのではなく、知事室からのオンラインでの参加が可能になったからです。

仲間の方も、この間ずっとzoomをもちいてオンラインで仲間同士のやり取りをしてきました。前々
回の「あまねだより」にも書きましたがオンライン会議は、コロナ禍の中で会議の主流になりつつあ
ります。仲間の方の会議の様子を見せていただきましたが、支援を受けながら問題なく使いこなして
いました。

今回のパネルディスカッションでは、仲間の方からでた意見に対しては、知事は丁寧に答えている
様子が印象的でした。盛んに当事者目線という言葉を使われ、それは当事者の方が嫌だったという想
いを共感することから出発すること、だからみんなの生の声を聴くことを楽しみにしていた･･･と、
とても嬉々としている様子が画面からも伝わってきました。

今回私は運営にかかわった関係もあり、当日は会場2階から、全体の様子を確認しながらオンライ
ンで配信されてくる映像や音声を聴いていました。司会をする仲間の方の緊張も手に取るように伝
わってきました。中心になっている方の戸惑いも、答える仲間の方達も通常とは異なる空間ですごく
緊張されている様子が見て取れました。集会が終わったあとの満足感あふれる様子をみると、この集
会を開催して良かったと思いました。

最後に知事から、これからもこのような話し合いの場を設けていきたいという言葉と、次回の話し
合いのなかでは、よく家族から「障害をもっている我が子のことは自分が一番わかっている」と言わ
れるが、このことについて当事者としてどう考えるか･･･との宿題をいただきました。仲間の方がど
う応えるのか次回が楽しみです。

（海原・記）

「黒い雨」訴訟原告団勝訴の判決から感じること

8月に入り、新型コロナウィルスの感染拡大は止まらず、連日1000人を超す新規感染者が
でています。そのために神奈川県は8月2日から8月31日まで3度目の緊急事態宣言が発令され
ました。オリンピックは無観客で実施され、日本人の活躍が連日テレビで放映されていますが、
何となく気持ちが向かないでいるのは私だけなのでしょうか？

8月･･･それは広島・長崎の原爆投下、終戦記念日があります。この日を私たちは決して忘
れてはいけないと思っています。第二次世界大戦によって多くの犠牲者がでました。その後の
復興は、その方達の犠牲の基にあります。だからこそ平和であり続ける実践をしなければいけ
ないと思っています。あまねの理念の4番目に「私たちは、全ての人の基本的人権が守られ、
平和で豊かな社会であることを願い続けます」と掲げています。

7月29日広島地方裁判所において「黒い雨」訴訟で原告団に勝訴の判決が言い渡されました。
原爆投下から7６年。原爆投下後に降った黒い雨を浴びたことによる健康被害を訴えて戦って
きた原告に対し、原告全員を被爆者と認め被爆者健康手帳の交付を命じました。このことに
よって、現在の被爆援護地域に限らず、黒い雨を浴びた人たちの幅広い救済の枠を広げた初め
ての判断でした。

今回の黒い雨をめぐる判断は、爆心地から離れた人々にも影響を与える原爆の恐ろしさを示
すと共に、76年を経ても尚現在に残る課題が明らかにされました。

今回、国も控訴せず救済に踏み出すとの決定がなされました。高齢になられた被爆者の救済
が一日も早く出来ることを祈るばかりです。 （海原・記）
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8月の予定

あなたの力を活かしませんか？ ヘルパー募集中

8月13日（金）資源回収（池田町）岩戸はお休み

8月14日（土）資源回収（舟倉・久比里・若宮台）

いつになったら仲間の方が楽しみにしている行事が復活できる
のか…早くコロナが収まってほしいと願っています。

知的に障害のある方々が生活を楽しむためにサポートをするお仕事です。

移動や外出の動向、身体介護（入浴・更衣・トイレ介助）や生活援助（調理・洗
濯・掃除）を行います。

【給与】時給 1,015円＊8時迄と18時以降＋150円 身体介護＋200円

【時間】8:00～19:00 都合の良い時間に1時間～ＯＫ

【資格】介護職員初任者研修（ヘルパー2級）

【待遇】交通費規程支給 昇給あり

問い合わせ あまね支援センター 046-833-2919

賛助会にご協力をお願いします。

社会福祉法人あまねでは、利用者
の方のニーズに対応し、事業の継
続とより良い支援体制にしていく
ために、多くの方々に法人を理解
いただき、賛助会員としてサポー
トをお願いしています。賛助会費
は税額控除に対象になります。

お問合せは 046-833-4035迄

3枚1組 660円

ご注文はあまねまで 835-0723

6月実施分は19803.5ｋｇ

奨励金は79,214円でした

次回日程は確認してください
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